
地区の名称 Ａ地区 Ｂ地区

地区の面積 約９．３ha 約６．３ha

　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
１．建築基準法別表第２（い）項第６号に掲げるもの
２．同法同表（は）項第４号に掲げるもの
３．同法同表（に）項第４号又は第５号に掲げるもの
４．同法同表（ほ）項第２号に掲げるもの
５．同法同表（を）項第５号に掲げるもの
６．公衆浴場
７．畜舎

　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
１．建築基準法別表第２（に）項第３号から第６号までに
　掲げるもの
２．同法同表（ほ）項第２号に掲げるもの

１，０００㎡

　ただし、建築基準法別表第２（い）項第９号又は（は）項
第７号に掲げる公益上必要な建築物の敷地について
は、この限りではない。

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界
線までの距離は２ｍ以上、隣地境界線までの距離は０．
５ｍ以上としなければならない。ただし、次の各号の一
に該当する場合においては、この限りではない。
１．軒の高さが２．３ｍ以下の車庫
２．建築基準法施行令第１３５条の２１に該当する建築
　物又は建築物の部分で上記１．以外のもの

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界
線及び隣地境界線までの距離は、０．５ｍ以上としなけ
ればならない。ただし、次の各号の一に該当する場合に
おいては、この限りではない。
１．軒の高さが２．３ｍ以下の車庫
２．建築基準法施行令第１３５条の２１に該当する建築
　物又は建築物の部分で上記１．以外のもの

　 <参考>

壁面の位置の制限

建築物等の形態
又は意匠の制限

　建築物の外壁及び屋根の色彩、工作物及び広告物等の形態並びに色彩は、周辺環境に調和したものとしなけ
ればならない。

かき又はさくの
構造の制限

　道路に面する側のかき又はさくは、次の各号の一に掲げるものとする。
１．生垣
２．高さ２．０ｍ以下の金網その他これに類する透視可能なさくで、基礎を構築する場合においては、基礎の仕
　上がり高が前面道路から０．６ｍ以下のもの
３．高さ２．０ｍ以下の補強コンクリートブロック造等のへいで、道路側に幅１．０ｍ以上の植栽帯を設け、植栽を
　施したもの

●都市計画変更：平成３０年４月１日（告示第２４号・変更）
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5.「西山地区」地区計画

建築物の用途の制
限

●都市計画決定：平成　８年４月１日（告示第３７号・決定）

名称

 ・建築基準法別表第２（い）項 
   第６号：【老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム等】 
 ・同法同表（は）項 
   第４号：【老人福祉センター、児童厚生施設等】 
 ・同法同表（に）項 
   第３号：【ボーリング場、スケート場、水泳場等】 
   第４号：【ホテル又は旅館】 
   第５号：【自動車教習所】 
   第６号：【１５㎡を超える畜舎】 
 ・同法同表（ほ）項 
   第２号：【マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等】 
 ・同法同表（を）項 

   第５号：【学校】 
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